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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月24日(2017.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
微細繊維状セルロースの含有量が５質量％以上である微細繊維状セルロース含有物であっ
て、下記試料が以下の条件Ａ及び条件Ｂを満たす微細繊維状セルロース含有物：
条件Ａ：　Ｂ型粘度計を用いて３ｒｐｍ、２５℃で測定される粘度が８０００ｍＰａ・ｓ
以上である。
条件Ｂ：　ヘーズ値が１０％以上５０％以下である。
但し、前記試料は、前記微細繊維状セルロース含有物を固形分濃度が０．４質量％となる
ように純水中に添加し、ディスパーザーにて１５００ｒｐｍ、５分の条件で撹拌した試料
である。
【請求項２】
有機溶媒をさらに含む、請求項１に記載の微細繊維状セルロース含有物。
【請求項３】
有機溶媒がイソプロピルアルコールである、請求項２に記載の微細繊維状セルロース含有
物。
【請求項４】
水をさらに含む、請求項２又は３に記載の微細繊維状セルロース含有物。
【請求項５】
前記微細繊維状セルロースがイオン性置換基を有する、請求項１から４のいずれか一項に
記載の微細繊維状セルロース含有物。
【請求項６】
前記微細繊維状セルロースがリン酸基を有する、請求項１から５のいずれか一項に記載の
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微細繊維状セルロース含有物。
【請求項７】
前記微細繊維状セルロースにおけるリン酸基の量が、０．５ｍｍｏｌ／ｇ以上である、請
求項１から６のいずれか一項に記載の微細繊維状セルロース含有物。
【請求項８】
微細繊維状セルロースの含有量が、９５質量％以下である、請求項１から７のいずれか一
項に記載の微細繊維状セルロース含有物。
【請求項９】
平均繊維幅が１μｍより大きい粗大繊維状セルロースをさらに含む、請求項１から８のい
ずれか一項に記載の微細繊維状セルロース含有物。
【請求項１０】
前記粗大繊維状セルロースの繊維長さが１０μｍ以上である、請求項９に記載の微細繊維
状セルロース含有物。
【請求項１１】
粉粒状である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の微細繊維状セルロース含有物。
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